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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状の管状シェルと、該管状シェルの両端をそれぞれ閉塞するアッパーシェルおよびボ
トムシェルと、前記管状シェルの内部に収納された圧縮機構および該圧縮機構を駆動する
電動機と、を有する密閉型圧縮機における密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法であって
、
　矩形状素材の両側縁を、該両側縁が当接された際にＹ字開先を形成するように加工する
第１工程と、
　前記Ｙ字開先のＶ字部が、外周になるように略筒状に成型する第２工程と、
　前記成型された略筒状体を金型内で押圧して縮径する第３工程と、
　前記Ｙ字開先のルート部をキーホール溶接する第４工程と、
　前記Ｙ字開先のＶ字部を肉盛溶接する第５工程と、
を有する密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法。
【請求項２】
　前記Ｙ字開先のＶ字部の開き巾を８ｍｍ以下とし、前記Ｙ字開先のルート部の長さを５
ｍｍ以下とすることを特徴とする請求項１記載の密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法。
【請求項３】
　前記第４工程で形成された裏ビードを除去する第６工程を有することを特徴とする請求
項１又は２に記載の密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法。
【請求項４】
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　前記第６工程における裏ビード除去の加工巾が、前記第５工程における肉盛溶接による
肉盛り溶接巾以下であることを特徴とする請求項３に記載の密閉型圧縮機用管状シェルの
製管方法。
【請求項５】
　前記第４工程が、非消耗電極を使用するプラズマ溶接であることを特徴とする請求項１
または２記載の密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法。
【請求項６】
　前記第５工程が、ＭＡＧ（Ｍｅｔａｌ　Ａｃｔｉｖｅ　Ｇａｓ）溶接であることを特徴
とする請求項１乃至４の何れかに記載の密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法。
【請求項７】
　前記第５工程における肉盛溶接の開始位置および終了位置を、それぞれ前記第４工程に
おけるキーホール溶接の終了位置および開始位置に略一致させることを特徴とする請求項
１乃至６の何れかに記載の密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法。
【請求項８】
　前記第５工程で発生した溶接不良部を切除する工程を有することを特徴とする請求項１
乃至７の何れかに記載の密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法。
【請求項９】
　前記第５工程の後、エキスパンダによって拡管する工程を有することを特徴とする請求
項１乃至８の何れかに記載の密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法。
【請求項１０】
　筒状の管状シェルと、該管状シェルの両端をそれぞれ閉塞するアッパーシェルおよびボ
トムシェルと、前記管状シェルの内部に収納された圧縮機構および該圧縮機構を駆動する
電動機と、を有する密閉型圧縮機であって、
　前記管状シェルが、請求項１乃至９の何れかに記載の密閉型圧縮機用管状シェルの製管
方法によって製管されたものであることを特徴とする密閉型圧縮機。
【請求項１１】
　二酸化炭素冷媒を使用することを特徴とする請求項１０記載の密閉型圧縮機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は密閉型圧縮機および密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法、特に、高圧力の
冷媒を密閉する密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法、および当該製造方法によって製造
された密閉型圧縮機用管状シェルを具備する密閉型圧縮機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の密閉型圧縮機は、冷媒の圧縮手段を収容する圧縮機本体と、圧縮機本体に連通す
る液だめ容器とからなり、圧縮機本体は、管状シェルと、管状シェルの両端をそれぞれ閉
塞するアッパーシェルおよびボトムシェルとを有している。管状シェルは、シャーリング
やスリッターカットされた矩形板を管状に成形して、シャーリングやスリッターカットに
よりせん断された「せん断面」をつき合わせて、裏側（管状の内面に同じ）に溶接ビード
を出さないような条件でプラズマ溶接することによって製造されている。
　また、二酸化炭素（ＣＯ2）などの冷媒ガスを使う密閉型圧縮機では、当該冷媒ガスの
圧力が高いため、管状シェルの板厚を厚くすることが必要となり、板厚の厚い板材同士の
安定した溶接が必須になっている。そこで、板厚の厚い板材同士の片面溶接において、良
好な裏波ビードが得られ、多層盛りパス数が少なく溶接歪みの発生しにくい溶接方法が開
示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２２４８３６号公報（第２－３頁、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示された発明は、開先形状をＹ字形開先にして（第１ス
テップ）、Ｙ字形開先のＶ形部の底部をプラズマアークを用いてシーリング溶接し（第２
ステップ）、そこにプラズマキーホール溶接を施してＹ字形開先のルート部を裏波溶接し
（第３ステップ）、Ｙ字形開先のＶ形部にフィラーワイヤを用いた多層盛り溶接する（第
４ステップ）、チタン又はチタン合金の厚板片面溶接方法であるため、該方法を軟鋼に適
用したのでは以下のような問題があった。なお、多層盛り溶接（第４ステップ）では、プ
ラズマ溶接またはＴＩＧ溶接を用いて不活性ガスによるアフターシールドを施している。
【０００５】
　したがって、特許文献１に開示された発明には、以下のような問題があった。
　（あ）ＳＵＳ３０４等に比較して、溶融した際の粘性が低く、また、熱伝導率が大きな
軟鋼においては、入熱量を多くした場合、「溶け落ち」が発生するという問題があった。
このため、６ｍｍを超える板厚の軟鋼では安定した溶接ができない。
　（い）Ｙ字形開先のＶ形部の底部が、シーリング溶接によって閉塞（第２ステップ）さ
れているため、裏波溶接後に多重盛りをする際（第４ステップ）、プラズマ溶接を用いる
と、ガスを貫通させない「なめつけ溶接」になり、チップの消耗を早めるだけでなく、溶
接速度も遅いことから生産性が悪い。
【０００６】
　（う）ＴＩＧ溶接（第４ステップ）では溶接ビード巾が狭いため、ウェービングや多重
盛りが必須となり、ウェービングや多重盛りをしないままだと、プラズマ溶接（第３ステ
ップ）により生じたアンダーカットをカバーすることができないだけでなく、溶接速度が
遅い。
　（え）厚板の溶接では裏側にビードを安定的に形成することが、つまり、きっちりガス
を貫通させると共に、溶融金属を溶け落ちさせないことが、品質安定につながるため、内
側に裏ビードなどの突起が形成されると、内径精度を向上するための拡管処理の邪魔にな
ると共に、管状シェルの内部に配置される機器（圧縮要素やモータなどの駆動要素）の組
込みに問題が出てくる。
【０００７】
　この発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであって、安定した溶接
ビードを備え、かつ、高い内圧の冷媒を使用する密閉型圧縮機に使用可能な密閉型圧縮機
用管状シェルの製造方法、並びに当該製造方法によって製造された密閉型圧縮機用管状シ
ェルを有する密閉型圧縮機を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法は、筒状の管状シェルと、該管状シ
ェルの両端をそれぞれ閉塞するアッパーシェルおよびボトムシェルと、前記管状シェルの
内部に収納された圧縮機構および該圧縮機構を駆動する電動機と、を有する密閉型圧縮機
における密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法であって、
　矩形状素材の両側縁を、該両側縁が当接された際にＹ字開先を形成するように加工する
第１工程と、
　前記Ｙ字開先のＶ字部が、外周になるように略筒状に成型する第２工程と、
　前記成型された略筒状体を金型内で押圧して縮径する第３工程と、
　前記Ｙ字開先のルート部をキーホール溶接する第４工程と、
　前記Ｙ字開先のＶ字部を肉盛溶接する第５工程と、
を有する。
【０００９】
　また、本発明に係る密閉型圧縮機は、筒状の管状シェルと、該管状シェルの両端をそれ
ぞれ閉塞するアッパーシェルおよびボトムシェルと、前記管状シェルの内部に収納された
圧縮機構および該圧縮機構を駆動する電動機と、を有する密閉型圧縮機であって、
　前記管状シェルが、前記密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法によって製管されたもの
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であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法は、Ｙ字開先により、プラズマ溶接
を行う場合の実質板厚を低減させることにより、安定したプラズマ溶接が行える。またＹ
字開先に起因するアンダーカット部については、密閉型圧縮機用管状シェルの耐圧強度を
確保するために、肉盛溶接が必要となるが、ＭＡＧ溶接Ｍは、１回の溶接でアンダーカッ
ト部を肉盛りすることができ、加工速度も速いことから生産性も高いという効果を奏する
。
　また、本発明に係る密閉型圧縮機は、これを構成する管状シェルが本発明に係る密閉型
圧縮機用管状シェルの製管方法によって製管されるから、溶接信頼性が高いという効果を
奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
［実施の形態１：密閉型圧縮機］
　図１は本発明の実施の形態１に係る密閉型圧縮機の構成を模式的に示す側面視の断面図
である。図１において、密閉型圧縮機（以下、「圧縮機」と称す）１００は、圧縮機本体
１と、圧縮機本体１の入り口側に設けられた液だめ容器２と、からなる。
　圧縮機本体１は、管状シェル１ｃと、管状シェル１ｃの両端をそれぞれ閉塞するアッパ
ーシェル１ｅおよびボトムシェル１ｆと、管状シェル１ｃの内部に収納された圧縮機構１
ａおよび圧縮機構１ａを駆動する電動機１ｂと、を有している。このとき、管状シェル１
ｃの側面には、液だめ容器２に連通する吸引パイプ１ｇが接続され、アッパーシェル１ｅ
には吐出パイプ１ｄが設置されている。
【００１２】
　そして、管状シェル１ｃは、後記する実施の形態２において説明する本発明に係る密閉
型圧縮機用管状シェルの製造方法によって製造されたものである。
　なお、圧縮機１００は、たとえば給湯用圧縮機として使用されるものであって、二酸化
炭素（ＣＯ2）などの冷媒ガスを使用するため、管状シェル１ｃの設計圧は、空調用で使
用されるＲ－４１０Ａ冷媒における設計圧（４ＭＰａ以下）の４倍近くとなり、６ｍｍ以
上の板厚が必要となっている。
【００１３】
［実施の形態２：密閉型圧縮機用管状シェルの製造方法］
　図２～図５は本発明の実施の形態２に係る密閉型圧縮機用管状シェルの製造方法を工程
を追って模式的に示す平面図および斜視図である。
【００１４】
　（第１工程）スリッタ加工またはシャーリング加工等によって既定の寸法に切断された
素材３に対し、後記成型した際に素材３の対向する両側縁に「Ｙ字開先」を加工する（図
２の（ａ）参照）。その際、開先のルート部の長さは５ｍｍ以下、端部を突き合わせたと
きの開先巾は８ｍｍ以下となることが望ましい。
【００１５】
　（第２工程）Ｙ字開先の広がり側（Ｖ字部に同じ）が、外周になるように略筒状体（正
確には、一部が開口した筒状）４にロール成型する（図２の（ｂ）参照）。なお、図中、
３本のベンディングロール１１、１２ｂ、１２ｃ（まとめて「ロールベンディング装置１
０」と称す）を用いたロールベンディングを示しているが、本発明はかかる成型する要領
を限定するものではなく、例えば、プレスベンディングでもよい。
【００１６】
　（第３工程）略筒状体４を、一対の半円状（正確には幾何学上の半円弧ではない）カリ
バーが形成された下型２１と上型２２と（まとめて「金型２０」と称す）で押圧して、縮
径する（図２の（ｃ）参照）。なお、説明の便宜上、縮径された略筒状体４（寸法精度が
向上している）を筒状体５と称す。
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【００１７】
　（第４工程）筒状体５の突き合わせ部をプラズマ溶接によって、キーホール溶接Ｋとな
り裏ビードが出るような継ぎ目溶接をする（図３の（ａ）および（ｂ）参照）。このとき
、筒状体５はトンネル方式の押さえ治具３０によって拘束されているが、本発明は固定方
法をこれに限定するものではない。
【００１８】
　（第５工程)ＭＡＧ（Ｍｅｔａｌ　Ａｃｔｉｖｅ　Ｇａｓ）溶接Ｍによって肉盛溶接す
る。Ｙ開先仕様でプラズマ溶接をすると、肉不足となり、溶接部が凹むため、耐圧確保の
ため、肉盛溶接を行う（図４の（ａ）および（ｂ）参照）。
　開先巾が８ｍｍでは溶接部の凹み部の巾が１０～１２ｍｍ程度となる。ＭＡＧ溶接Ｍに
より巾１３ｍｍ程度の肉盛溶接が必要となる。したがって、ＭＡＧ溶接Ｍによる肉盛溶接
を１回で完了するために、開先巾は８ｍｍ以下が望ましい。また、溶接方向はプラズマ溶
接での溶接方向と対向するようにするのが望ましい。
【００１９】
　（第６工程）裏ビードを除去する（図５の（ａ）および（ｂ）参照）。裏ビードの除去
はフライス刃４０を使って効率良く除去することが望ましいが、キーシータ方式にて除去
することも可能である。ただ、溶接部は他の部分よりも歪が大きく、直線的に加工し、す
べての裏ビード突起物を除去しようとすると管状シェルの中央付近の切削巾が大きくなる
。そうすると、ＭＡＧ溶接Ｍによる肉盛ビード巾を超えてしまい、設計板厚を確保できな
い部分がでる可能性があるため、形状の測定データを活用した、プログラム加工をするこ
とが望ましい。
【００２０】
　（第７工程）溶接不良部を切除する（図示しない）。
　（第８工程）放射状に等しい距離だけ移動する複数の駒５０を具備するエキスパンダ（
型式を限定するものではない）によって拡管し、内径精度を確保する（図６参照）。
　なお、前記第７工程と第８工程とは何れが先に実施されてもよい。また、溶接不良部が
発生しない場合や、既に内径精度が確保されている場合には、前記第７工程や第８工程を
省略することができる。
【００２１】
　以上より、本発明は、押さえ治具３０によって拘束された筒状体５の突き合わせ部を、
プラズマ溶接によってキーホール溶接する（Ｓ４）から、Ｙ字開先のルート部は密に当接
しているから、ルート部を仮止め（仮溶接）する必要がない。
　なお、ルート部を仮止め溶接した場合（特許文献１参照）、仮止め溶接でフィラーを挿
入すると、部分的にビードが発生し、キーホール溶接がうまくいかないことがあった。一
方、本発明においては、筒状体５を押さえながら仮止め溶接なしで、プラズマによるキー
ホール溶接を実施するため、フィラー投入の有無に関わらず、仮止め溶接のビード割れ等
の問題が発生しない。
【００２２】
　さらに、肉盛溶接（Ｓ５）は、ＭＡＧ溶接によりフィラーを供給しながら、プラズマ溶
接のビード表面に合金相を作る程度（貫通させるわけではない）であるため、プラズマ溶
接のビードが割れるようなことがない。
　また、ＭＡＧ溶接はＴＩＧ溶接に比較して溶接巾が広いため、１回の肉盛り溶接によっ
て、先行するキーホール溶接の際に形成された凹みをカバーすることができる。
【００２３】
　［実施例］
　図７～図９は本発明の実施の形態２に係る密閉型圧縮機用管状シェルの製造方法の実施
例における溶接部であって、（ａ）は外側から見た側面図、（ｂ）は断面図である。実施
例は、板厚６ｍｍの軟鋼材によって管状シェルの製作を行った。このとき、Ｙ開先の面取
り部Ｃ３は、巾６ｍｍとし、ルート長さは３ｍｍとした。ロールベンドの際、すべり防止
として、ロール表面に凸凹を設けたが、特に、ロール終端部に凸凹が転写される。
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　従来のスリッタカット面では凸凹が溶接の際、ガスの貫通に影響を与え、溶接品質への
影響が考えられるが、本発明のＹ字開先の場合には、スリッタカット面が溶接中心部より
外れているため、影響がなかった。
　溶接速度２５０ｍｍ／分で行うと、表ビードの凹み巾は８～１０ｍｍ程度となり、肉盛
溶接巾は１２ｍｍ程度必要となる。
【００２４】
　図７の（ａ）および（ｂ）に表されるように、プラズマ溶接をするとスタート部Ｓｐは
、ガスを貫通させない「なめつけ溶接」となり、エンド部Ｅｐは凹んでしまう。
【００２５】
　一方、図８の（ａ）および（ｂ）に表されるように、ＭＡＧ溶接の溶接方向をプラズマ
溶接の方向と同方向に溶接すると、スタート部Ｓｍは溶接が弱く、エンド部Ｅｍはプラズ
マ溶接による凹みをカバーすることができない。このため、両端が溶接不良部となり、か
なりの範囲を除去しなければならなくなり、材料歩留まりが悪い。
　なお、図中、破線は前工程のプラズマ溶接のビード外観Ｋを表し、実線はＭＡＧ溶接に
より生じたビード外観ｍを表し、また、黒丸ＦはＭＡＧ溶接のエンド処理で溶接フィラー
の抜けた跡を示し、溶接すると必ず出るものである。
【００２６】
　したがって、図９の（ａ）および（ｂ）に表されるように、溶接方向が互いに反対とな
るよう溶接することにより、プラズマ溶接エンド部Ｅｐの凹み部を、ＭＡＧ溶接Ｍのスタ
ート処理の余盛りでカバーでき、かつ、スタート部ＳｐはＭＡＧ溶接Ｍのエンド処理で使
用できる可能性が高い。すなわち、図中、水平線にてハッチングした使用不可範囲が縮小
される。
【００２７】
　その結果、本発明によると、溶接不良長さを低減することができ、材料歩留まりの改善
が可能となった。
　肉盛溶接は強度確保を目的に行うが、プラズマ溶接で発生する可能性があるピンホール
などによる洩れ不良発生を抑えてくれる役目もあり、洩れ品質確保（洩れない品質の確保
に同じ）の面でも効果がある。
　さらに、裏ビード除去はフライス刃を使い、切削巾をプラズマ溶接による凹み巾以下を
確保した。そうすることにより全周に渡って板厚６ｍｍを確保することができた。
【産業上の利用可能性】
【００２８】
　以上より、本発明の密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法は、溶接品質に優れ材料歩留
まりが改善されるから、各種形状の密閉型圧縮機用管状シェルの製管方法として広く利用
することができる。また、本発明の密閉型圧縮機は、これを構成する密閉型圧縮機用管状
シェルの溶接品質が優れているから、信頼性が高く、各種密閉型圧縮機として広く利用す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】発明の実施の形態１に係る密閉型圧縮機の構成を模式的に示す断面図。
【図２】本発明の実施の形態２に係る密閉型圧縮機用管状シェルの製造方法を工程を追っ
て模式的に示す平面図。
【図３】図２に続く工程を模式的に示す斜視図。
【図４】図３に続く工程を模式的に示す斜視図。
【図５】図４に続く工程を模式的に示す斜視図。
【図６】図５に続く工程を模式的に示す斜視図。
【図７】本発明の実施の形態２に係る密閉型圧縮機用管状シェルの製造方法の実施例にお
ける溶接部を外側から見た外観図および断面図。
【図８】本発明の実施の形態２に係る密閉型圧縮機用管状シェルの製造方法の実施例にお
ける溶接部を外側から見た外観図および断面図。



(7) JP 4942616 B2 2012.5.30

10

【図９】本発明の実施の形態２に係る密閉型圧縮機用管状シェルの製造方法の実施例にお
ける溶接部を外側から見た外観図および断面図。
【符号の説明】
【００３０】
　１：圧縮機本体、１ａ：圧縮機構、１ｂ：電動機、１ｃ：管状シェル、１ｄ：吐出パイ
プ、１ｅ：アッパーシェル、１ｆ：ボトムシェル、１ｇ：吸引パイプ、２：液だめ容器、
３：素材、４：略筒状体、５：筒状体、１０：ロールベンディング装置、１１：ベンディ
ングロール、１２ｂ：ベンディングロール、１２ｃ：ベンディングロール、２０：金型、
２１：下型、２２：上型、３０：押さえ治具、４０：フライス刃、５０：駒（エキスパン
ダ）、１００：圧縮機、Ｃ３：面取り部、Ｅｐ：エンド部（プラズマ溶接）、Ｅｍ：エン
ド部（ＭＡＧ溶接）、Ｆ：溶接フィラー抜け跡、Ｋ：キーホール溶接、Ｍ：ＭＡＧ溶接、
Ｓｐ：スタート部（プラズマ溶接）、Ｓｍ：スタート部（ＭＡＧ溶接）。

【図１】

【図２】

【図３】
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